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川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例 

目次 

 前文 

第１章 総則（第１条・第２条） 

 第２章  不当な差別のない人権尊重のまちづくりの推進（第３条～第１０条）  

第３章 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進 

（第１１条～第２０条） 

第４章 雑則（第２１条・第２２条） 

第５章 罰則（第２３条・第２４条） 

附則 

 川崎市は、日本国憲法及び日本国が締結した人権に関する諸条約の理念を踏

まえ、あらゆる不当な差別の解消に向けて、一人ひとりの人間の尊厳を最優先

する人権施策を、平等と多様性を尊重し、着実に実施してきた。 

 しかしながら、今なお、不当な差別は依然として存在し、本邦外出身者に対

する不当な差別的言動、インターネットを利用した人権侵害などの人権課題も

生じている。 

 このような状況を踏まえ、市、市民及び事業者が協力して、不当な差別の解

消と人権課題の解決に向けて、人権尊重の理念の普及をより一層推進していく

必要がある。 

 ここに、川崎市は、全ての市民が不当な差別を受けることなく、個人として

尊重され、生き生きと暮らすことができる人権尊重のまちづくりを推進してい

くため、この条例を制定する。 

令和元年１２月１６日 

川崎市条例第３５号 
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   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、不当な差別のない人権尊重のまちづくりに関し、市、市

民及び事業者の責務を明らかにするとともに、人権に関する施策の基本とな

る事項及び本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関

する事項を定めることにより、人権尊重のまちづくりを総合的かつ計画的に

推進し、もって人権を尊重し、共に生きる社会の実現に資することを目的と

する。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

(１) 不当な差別 人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、 

出身、障害その他の事由を理由とする不当な差別をいう。 

(２) 本邦外出身者に対する不当な差別的言動 本邦外出身者に対する不当な 

差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律（平成２８年法律第６

８号。以下「法」という。）第２条に規定する本邦外出身者に対する不当

な差別的言動をいう。 

   第２章 不当な差別のない人権尊重のまちづくりの推進 

 （市の責務） 

第３条 市は、この条例の目的を達成するため、不当な差別を解消するための

施策その他の人権に関する施策を総合的かつ計画的に推進しなければならな

い。 

 （市民及び事業者の責務） 

第４条 市民及び事業者は、市の実施する不当な差別を解消するための施策そ

の他の人権に関する施策に協力するよう努めなければならない。 
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 （不当な差別的取扱いの禁止） 

第５条 何人も、人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、

出身、障害その他の事由を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならない。 

 （人権施策推進基本計画） 

第６条 市長は、不当な差別を解消するための施策その他の人権に関する施策

を総合的かつ計画的に推進するため、川崎市人権施策推進基本計画（以下「基

本計画」という。）を策定するものとする。 

２ 基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(１) 人権に関する施策の基本理念及び基本目標 

(２) 人権に関する基本的施策 

(３) その他人権に関する施策を推進するために必要な事項 

３ 市長は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、川崎市人権尊

重のまちづくり推進協議会の意見を聴かなければならない。 

４ 市長は、基本計画を策定したときは、これを公表するものとする。 

５ 前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

 （人権教育及び人権啓発） 

第７条 市は、不当な差別を解消し、並びに人権尊重のまちづくりに対する市

民及び事業者の理解を深めるため、人権教育（人権教育及び人権啓発の推進

に関する法律（平成１２年法律第１４７号）第２条に規定する人権教育をい

う。）及び人権啓発（同条に規定する人権啓発をいう。）を推進するものと

する。 

 （人権侵害による被害に係る支援） 

第８条 市は、インターネットを利用した不当な差別その他の人権侵害による

被害の救済を図るため、関係機関等と連携し、相談の実施、情報の提供その

他の必要な支援を行うものとする。 
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 （情報の収集及び調査研究） 

第９条 市は、不当な差別を解消するための施策その他の人権に関する施策を

効果的に実施するため、必要な情報の収集及び調査研究を行うものとする。 

 （人権尊重のまちづくり推進協議会） 

第１０条 第６条第３項に定めるもののほか、不当な差別のない人権尊重のま

ちづくりの推進に関する重要事項について、市長の諮問に応じ、調査審議す

るため、川崎市人権尊重のまちづくり推進協議会（以下「協議会」という。）

を置く。 

２ 協議会は、委員１２人以内で組織する。 

３ 委員は、学識経験者、関係団体の役職員及び市民のうちから市長が委嘱す

る。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

５ 委員は、再任されることができる。 

６ 第３項の委員のほか、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、

協議会に臨時委員を置くことができる。 

７ 臨時委員は、前項の規定による調査審議が終了したときは、解嘱されるも

のとする。 

８ 委員及び臨時委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も同様とする。 

９ 協議会は、必要に応じ部会を置くことができる。 

１０ 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、

規則で定める。 

   第３章 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の

推進 
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（この章の趣旨） 

第１１条 市は、法第４条第２項の規定に基づき、市の実情に応じた施策を講

ずることにより、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消を図るもの

とする。 

（本邦外出身者に対する不当な差別的言動の禁止） 

第１２条 何人も、市の区域内の道路、公園、広場その他の公共の場所におい

て、拡声機（携帯用のものを含む。）を使用し、看板、プラカードその他こ

れらに類する物を掲示し、又はビラ、パンフレットその他これらに類する物

を配布することにより、本邦の域外にある国又は地域を特定し、当該国又は

地域の出身であることを理由として、次に掲げる本邦外出身者に対する不当

な差別的言動を行い、又は行わせてはならない。 

(１) 本邦外出身者（法第２条に規定する本邦外出身者をいう。以下同じ。） 

をその居住する地域から退去させることを煽
せん

動し、又は告知するもの 

(２) 本邦外出身者の生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加えることを 

煽動し、又は告知するもの 

(３) 本邦外出身者を人以外のものにたとえるなど、著しく侮辱するもの 

 （勧告） 

第１３条 市長は、前条の規定に違反して同条各号に掲げる本邦外出身者に対

する不当な差別的言動を行い、又は行わせた者が、再び当該本邦外出身者に

対する不当な差別的言動に係る国又は地域と同一の国又は地域の出身である

ことを理由とする同条の規定に違反する同条各号に掲げる本邦外出身者に対

する不当な差別的言動（以下「同一理由差別的言動」という。）を行い、又

は行わせる明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるときは、

その者に対し、地域を定めて、この項の規定による勧告の日から６月間、同

一理由差別的言動を行い、又は行わせてはならない旨を勧告することができ
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る。 

２ 市長は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、川崎

市差別防止対策等審査会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要

する場合で、あらかじめ、その意見を聴くいとまがないときは、この限りで

ない。 

 （命令） 

第１４条 市長は、前条第１項の規定による勧告に従わなかった者が、再び同

一理由差別的言動を行い、又は行わせる明らかなおそれがあると認めるに足

りる十分な理由があるときは、その者に対し、地域を定めて、この項の規定

による命令の日から６月間、同一理由差別的言動を行い、又は行わせてはな

らない旨を命ずることができる。 

２ 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、川崎

市差別防止対策等審査会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要

する場合で、あらかじめ、その意見を聴くいとまがないときは、この限りで

ない。 

 （公表） 

第１５条 市長は、前条第１項の規定による命令を受けた者が、当該命令に従

わなかったときは、次に掲げる事項を公表することができる。 

(１) 命令を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人（法人でない団体で 

代表者又は管理人の定めのあるものを含む。）にあっては、その代表者又 

は管理人の氏名 

(２) 命令の内容 

(３) その他規則で定める事項 

２ 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、川崎

市差別防止対策等審査会の意見を聴かなければならない。 
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３ 市長は、前項に規定する川崎市差別防止対策等審査会の意見を聴いて、第

１項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表される

者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えな

ければならない。 

 （公の施設の利用許可等の基準） 

第１６条 市長は、公の施設（市が設置するものに限る。以下同じ。）におい

て、本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれがある場合に

おける公の施設の利用許可及びその取消しの基準その他必要な事項を定める

ものとする。 

 （インターネット表現活動に係る拡散防止措置及び公表） 

第１７条 市長は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用

する方法による表現活動（他の表現活動の内容を記録した文書、図画、映像

等を不特定多数の者による閲覧又は視聴ができる状態に置くことを含む。以

下「インターネット表現活動」という。）のうち次に掲げるものが本邦外出

身者に対する不当な差別的言動に該当すると認めるときは、事案の内容に即

して、当該インターネット表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するため

に必要な措置を講ずるものとする。 

(１) 市の区域内で行われたインターネット表現活動 

(２) 市の区域外で行われたインターネット表現活動（市の区域内で行われた 

ことが明らかでないものを含む。）で次のいずれかに該当するもの 

  ア 表現の内容が特定の市民等（市の区域内に住所を有する者、在勤する

者、在学する者その他市に関係ある者として規則で定める者をいう。以

下同じ。）を対象としたものであると明らかに認められるインターネッ

ト表現活動 

  イ アに掲げるインターネット表現活動以外のインターネット表現活動で
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あって、市の区域内で行われた本邦外出身者に対する不当な差別的言動

の内容を市の区域内に拡散するもの 

２ 市長は、前項の措置を講じたときは、当該インターネット表現活動が本邦

外出身者に対する不当な差別的言動に該当する旨、当該インターネット表現

活動に係る表現の内容の概要及びその拡散を防止するために講じた措置その

他規則で定める事項を公表するものとする。ただし、これを公表することに

より第１１条の趣旨を阻害すると認められるときその他特別の理由があると

認められるときは、公表しないことができる。 

３ 前２項の規定による措置及び公表は、市民等の申出又は職権により行うも

のとする。 

４ 市長は、第１項及び第２項の規定による措置及び公表をしようとするとき

は、あらかじめ、川崎市差別防止対策等審査会の意見を聴かなければならな

い。 

５ 市長は、第２項の規定による公表をするに当たっては、当該本邦外出身者

に対する不当な差別的言動の内容が拡散することのないよう十分に留意しな

ければならない。 

 （差別防止対策等審査会） 

第１８条 第１３条第２項本文、第１４条第２項本文、第１５条第２項及び前

条第４項に定めるもののほか、不当な差別の解消のために必要な事項につい

て、市長の諮問に応じ、調査審議するため、川崎市差別防止対策等審査会（以

下「審査会」という。）を置く。 

２ 審査会は、委員５人以内で組織する。 

３ 委員は、学識経験者のうちから市長が委嘱する。 

４ 第１０条第４項から第１０項までの規定は、審査会について準用する。 

 （審査会の調査審議手続） 
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第１９条 審査会は、市長又は第１７条第４項の規定により調査審議の対象と

なっているインターネット表現活動に係る同条第３項の規定による申出を行

った市民等に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知

っている事実を述べさせることその他必要な調査を行うことができる。 

２ 審査会は、第１３条第２項本文、第１４条第２項本文若しくは第１５条第

２項の規定により調査審議の対象となっている者又は前項のインターネット

表現活動を行ったと認められる者に対し、相当の期間を定めて、書面により

意見を述べる機会を与えることができる。 

３ 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に第１項の規定

による調査を行わせることができる。 

 （表現の自由等への配慮） 

第２０条 この章の規定の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法

の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければなら

ない。 

   第４章 雑則 

 （報告及び質問） 

第２１条 市長は、第１３条から第１５条までの規定の施行に必要な限度にお

いて、第１２条の規定に違反して同条各号に掲げる本邦外出身者に対する不

当な差別的言動を行い、若しくは行わせたと認められる者又は第１３条第１

項の規定による勧告若しくは第１４条第１項の規定による命令に従わなかっ

たと認められる者に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、関係者に質

問させることができる。 

２ 前項の規定により質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関

係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して
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はならない。 

 （委任） 

第２２条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、

規則で定める。 

   第５章 罰則 

第２３条 第１４条第１項の規定による市長の命令に違反した者は、５００，

０００円以下の罰金に処する。 

第２４条 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。

以下この項において同じ。）の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の

代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同

条の刑を科する。 

２ 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又

は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被

告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

(１) 第６条第３項、第１０条、第１１条及び第１６条から第２０条までの規

定 令和２年４月１日 

(２) 第１２条から第１５条まで、第２１条及び第５章の規定 令和２年７月 

１日 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に策定されている川崎市人権施策推進基本計画は、
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第６条第１項の規定により策定された基本計画とみなす。 
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相模原市人権尊重のまちづくり条例 

目次 

前文 

第１章 総則(第１条―第１１条) 

第２章 不当な差別的取扱いの解決に向けた取組の推進(第１２条―第１８条) 

第３章 不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進(第１９条―第２７条) 

第４章 声明(第２８条) 

第５章 人権委員会(第２９条―第３３条) 

第６章 雑則(第３４条) 

附則 

全ての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平

等である。世界人権宣言はこのようにうたい、日本国憲法も基本的人権の尊重をそ

の基本原理としている。人権は、国家を始めとした公権力により侵害されてはなら

ないことはもちろんのこと、私人間においても相互に尊重し合う必要がある。 

 このような中、国際人権規約を始めとした人権に関連する諸条約の締結及び人権

に関連する法令の整備が進み、本市においても、これまで人権尊重を基調とした市

政を推進してきた。 

しかしながら、本市においては、平成２８年に神奈川県立津久井やまゆり園で多

くの尊い命が奪われる大変痛ましく、許しがたい事件が起きた。この事件は、障害

者に対する不当な差別的思考に基づく犯罪であり、断じて容認できず、決して風化

させてはならない。また、こうした事件が二度と繰り返されることがないよう、改

めてあらゆる人の生命と尊厳が守られ、安全で安心して暮らせる社会の実現に向け

て取り組まなければならない。 

また、社会においては、子ども、女性、障害者、高齢者、本邦外出身者を始めと

した外国につながりのある者、感染症患者、性的少数者等への不当な差別又は虐待

等の人権問題は、依然として存在し、さらには、インターネットを利用した人権侵

害等、新たな人権問題も発生している。 

こうした状況を踏まえ、人権尊重の理念が行き渡り、一人ひとりがかけがえのな

い個人として尊重され、互いの人権を認め合う共生社会を実現するため、ここに、

この条例を制定する。 

第１章 総則 
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(目的) 

第１条 この条例は、人権尊重のまちづくりについて基本理念を定め、並びに市、

市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、人権尊重のまちづくりに関す

る施策の基本となる事項、不当な差別的取扱いの解決及び不当な差別的言動の解

消に向けた取組の推進に関する事項、声明に関する事項等を定めることにより、

一人ひとりがかけがえのない個人として尊重され、互いの人権を認め合う共生社

会を実現することを目的とする。 

(定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

（１）市民等 市内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。 

（２）事業者 市内で事業活動を行うものをいう。 

（３）不当な差別 人種、民族、国籍、信条、年齢、性別、性的指向(性的指向及

びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法

律(令和５年法律第６８号)第２条第１項に規定する性的指向をいう。)、ジェ

ンダーアイデンティティ(同条第２項に規定するジェンダーアイデンティティ

をいう。)、障害、疾病、出身その他の属性(以下「人種等の属性」という。)

を理由とする不当な区別、排除又は制限であって、あらゆる分野において、権

利利益を認識し、享有し、又は行使することを妨げ、又は害する目的又は効果

を有するものをいう。 

（４）不当な差別的取扱い 正当な理由なく人種等の属性を理由に、財、サービス

若しくは機会の提供を拒否すること、又は当該提供に当たって場所、時間帯等

を制限し、若しくは当該人種等の属性を有さない者に対しては付さない条件を

付すことその他の不当な差別のうち取扱いによるものをいう。 

（５）本邦外出身者 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組

の推進に関する法律(平成２８年法律第６８号)第２条に規定する本邦外出身者

をいう。 

（６）本邦外出身者に対する不当な差別的言動 本邦外出身者に対する不当な差別

的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第２条に規定する本邦外出身者

に対する不当な差別的言動をいう。 

（７）障害者に対する不当な差別的言動 障害者(障害を理由とする差別の解消の
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推進に関する法律(平成２５年法律第６５号)第２条第１号に規定する障害者を

いう。以下同じ。)に対する差別的意識を助長し、又は誘発する目的で公然と

その生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し、又は障

害者を著しく侮蔑するなど、障害者であることを理由として、障害者を地域社

会から排除することを煽
せん

動する不当な差別的言動をいう。 

（８）表現活動 次に掲げる表現行為をいう。 

ア インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用する方法その他

の不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に置くような場所又は方法で

行われる表現行為 

イ 表現行為の内容を記録した印刷物、光ディスク(これに準ずる方法により

一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)その他の物の販売若

しくは頒布又は上映その他の表現行為の内容を拡散する表現行為  

(基本理念) 

第３条 人権尊重のまちづくりは、誰もが一人ひとり異なる存在であることを踏ま

え、多様性を認め合い、不当な差別を解消し、互いの人権を尊重し合うことを旨

として実施されなければならない。 

(表現の自由等への配慮) 

第４条 この条例の規定の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保

障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。 

(市の責務) 

第５条 市は、第３条に定める基本理念にのっとり、人権尊重のまちづくりに関す

る施策を推進しなければならない。 

２ 市は、あらゆる施策の策定及び実施に当たっては、人権尊重の視点をもって取

り組まなければならない。 

(市民等及び事業者の責務) 

第６条 市民等及び事業者は、市が実施する人権尊重のまちづくりに関する施策に

協力するよう努めなければならない。 

(推進指針) 

第７条 市長は、人権尊重のまちづくりに関する施策を推進するための指針(以下

「推進指針」という。)を策定しなければならない。 

２ 市長は、推進指針にのっとり人権尊重のまちづくりに関する施策を具体的かつ
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計画的に推進するものとする。この場合において、第１１条第１項に規定する調

査等の結果を踏まえるものとする。 

３ 市長は、推進指針を策定しようとするときは、あらかじめ、相模原市人権施策

審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 市長は、推進指針を策定したときは、速やかに、これを公表しなければならな

い。 

５ 前２項の規定は、推進指針の変更について準用する。 

(人権教育及び人権啓発) 

第８条 市は、人権尊重のまちづくりを推進するため、市職員、市民等及び事業者

に対し、人権教育(人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成１２年法律第

１４７号)第２条に規定する人権教育をいう。以下同じ。)及び人権啓発(同条に

規定する人権啓発をいう。以下同じ。)を行うものとする。 

２ 市は、市民等がその発達段階に応じて人権についての理解を深めるため、多様

な機会を活用して人権教育及び人権啓発を行うものとする。 

(相談及び支援体制の充実) 

第９条 市は、人権侵害に関する相談及び支援に係る体制の充実に努めるものとす

る。 

(多様な主体と連携した取組)  

第１０条 市は、人権尊重のまちづくりの推進に向けた市民等の意識の醸成を図る

とともに、効果的な人権教育及び人権啓発並びに人権侵害に関する相談及び支援

を行えるよう、関係行政機関、市民等、事業者、関係団体等の多様な主体と連携

するよう努めるものとする。 

(調査及び情報の収集) 

第１１条 市長は、人権尊重のまちづくりに関する施策を効果的に推進するため、

必要な調査及び情報の収集を行うものとする。 

２ 市長は、前項の調査を行ったときは、その結果を公表するものとする。ただし、

市長が公表することが適当でないと認めるときは、この限りでない。 

第２章 不当な差別的取扱いの解決に向けた取組の推進 

(不当な差別的取扱いの禁止) 

第１２条 何人も、不当な差別的取扱いをしてはならない。 

 (申立て) 
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第１３条 市民等は、不当な差別的取扱いを受けたと思料するときは、当該不当な

差別的取扱いに係る紛争(以下「差別事案」という。)について、市長に対し、当

該差別事案を解決するために必要な助言又はあっせんを行うべき旨の申立てをす

ることができる。 

２ 市民等の家族その他の関係者は、当該市民等が不当な差別的取扱いを受けたと

思料するときは、差別事案について、当該市民等に代わって、市長に対し、当該

差別事案を解決するために必要な助言又はあっせんを行うべき旨の申立てをする

ことができる。 

３ 前項の申立ては、不当な差別的取扱いを受けたと思料される者の意思に反して

することができない。 

４ 第１項及び第２項の申立て(以下単に「申立て」という。)は、当該申立てに係

る差別事案が次のいずれかに該当するときは、することができない。 

（１）裁判所による判決、公的な仲裁機関又は調停機関による裁決等により確定し

た権利関係に関するものであること。 

（２）裁判所又は公的な仲裁機関若しくは調停機関において係争中のものであるこ

と。 

（３）法令(民事調停法(昭和２６年法律第２２２号)を除く。)に基づくあっせん、

調停、和解の仲介又は紛争の解決の援助の申請等をすることができる紛争に関

するものであること。 

（４）行政不服審査法(平成２６年法律第６８号)その他の法令に基づく不服申立て

又は苦情の申出をすることができる行政庁の処分その他公権力の行使又は職員

の職務執行に関するものであること。 

（５）申立ての原因となる事実のあった日(継続する行為にあっては、その行為の

終了した日)から３年を経過したものであること。 

（６）現に犯罪の捜査の対象となっているものであること。 

（７）差別事案に係る相手方(以下単に「相手方」という。)が不明であるものであ

ること。 

（８）さがみはら男女共同参画推進条例(平成１６年相模原市条例第１号)第２１条

第１項の規定による申出をすることができるもの、相模原市子どもの権利条例

(平成２７年相模原市条例第１９号)第２２条第１項の規定による救済の申出を

することができるものその他の市の制度による救済の申出等をすることができ
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るものであること。ただし、申立てをしようとする差別事案が人種等の属性の

うち複数の属性に関わるものである場合等、これらの制度で対応することが困

難である場合を除く。 

（９）市の区域外で生じたものであること。ただし、差別事案がインターネットそ

の他の高度情報通信ネットワークを利用する方法により行われた場合であって、

相手方が市民等又は事業者であるときは、市の区域内で生じたものとみなす。 

(助言及びあっせん) 

第１４条 市長は、申立てがあったときは、当該申立てをした者(前条第２項の場

合における不当な差別的取扱いを受けたと思料される者を含む。以下「申立人」

という。)、相手方その他の関係者に対し、助言又はあっせんを行うものとする。

ただし、助言又はあっせんを行うことが適当でないと認められるときは、この限

りでない。 

２ 市長は、申立てがあったときは、当該申立てに係る差別事案の事実関係につい

て調査を行うことができる。この場合において、申立人、相手方その他の関係者

は、正当な理由がある場合を除き、これに協力しなければならない。 

３ 市長は、助言若しくはあっせん又は前項の調査を行うに当たり必要があると認

めるときは、その対象となる差別事案に関係する市の機関(市長を除く。)に対し、

資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。 

４ 市長は、助言又はあっせんを行うに当たり、あらかじめ、相模原市人権委員会

(以下「人権委員会」という。)の意見を聴くものとする。ただし、第２項の調査

の結果等から人権委員会に意見を聴く必要がないと市長が認めるときは、この限

りでない。 

５ 助言又はあっせんの対象となる差別事案の当事者が市であるときは、前項ただ

し書の規定にかかわらず、市長は、助言又はあっせんを行うに当たり、あらかじ

め、人権委員会の意見を聴くものとする。 

６ 市長は、あっせんによっては申立てに係る差別事案の解決の見込みがないと認

めるときは、あっせんを打ち切ることができる。 

(あっせんに関する勧告) 

第１５条 市長は、前条第１項のあっせんを行った場合において、不当な差別的取

扱いに該当する行為をしたと認められる者が、正当な理由なく当該あっせんの内

容に従わないときは、当該者に対して、必要な措置をとるよう勧告することがで
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きる。 

(意見の聴取) 

第１６条 市長は、前条の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、当

該勧告の対象となる者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示す

る機会を与えなければならない。 

(助言及びあっせん並びに勧告の状況の公表) 

第１７条 市長は、差別事案の発生の防止又は差別事案が発生した場合における当

該差別事案の解決に資するため、第１４条第１項の助言若しくはあっせん又は第

１５条の規定による勧告を行った場合において、申立人、相手方その他の関係者

の秘密を除いて、必要な事項を一般に公表するものとする。ただし、特別の事情

があるときは、公表しないことができる。 

 (差別事案に係る調査) 

第１８条 人権委員会は、第１４条第４項本文又は第５項の規定により意見を聴か

れた場合において、必要があると認めるときは、差別事案の事実関係について調

査を行うことができる。この場合において、申立人、相手方その他の関係者は、

正当な理由がある場合を除き、これに協力しなければならない。 

２ 人権委員会は、必要があると認めるときは、その指名する委員又は臨時委員に、

あらかじめ指定する範囲で前項の調査を行わせることができる。 

第３章 不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進 

(本邦外出身者に対する不当な差別的言動に係る公の施設の利用の承認等の基準

等) 

第１９条 市長は、市が設置する公の施設(地方自治法(昭和２２年法律第６７号)

第２４４条第１項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)において、本邦外出

身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれがある場合における公の施設の

利用の承認及びその取消しの基準その他必要な事項(以下「基準等」という。)を

定めるものとする。 

２ 市長は、前項の規定により基準等を定める場合は、当該基準等に、公の施設に

おいて本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれのある案件に対

し措置を講じようとするときは、当該措置の内容に応じて人権委員会へ意見聴取

することについて定めるものとする。 

 (本邦外出身者に対する不当な差別的言動又は障害者に対する不当な差別的言動
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に係る拡散防止措置) 

第２０条 市長は、次に掲げる表現活動が本邦外出身者に対する不当な差別的言動

又は障害者に対する不当な差別的言動に該当すると認めるときは、事案の内容に

即して当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置を講ず

るものとする。 

（１）市の区域内で行われた表現活動 

（２）市の区域外で行われた表現活動(市の区域内で行われたことが明らかでない

ものを含む。)で次のいずれかに該当するもの 

  ア 表現の内容が市民等を対象としたものであると明らかに認められる表現活

動 

  イ アに掲げる表現活動以外の表現活動であって、市の区域内で行われた本邦

外出身者に対する不当な差別的言動又は障害者に対する不当な差別的言動の

内容を市の区域内に拡散するもの 

２ 前項の場合において、市長は、当該表現活動が本邦外出身者に対する不当な差

別的言動又は障害者に対する不当な差別的言動に該当する旨、当該表現活動の概

要及びその拡散を防止するために講じた措置その他規則で定める事項を公表する

ものとする。ただし、これを公表することにより本邦外出身者に対する不当な差

別的言動又は障害者に対する不当な差別的言動の解消に悪影響を与えると認めら

れるとき、その他特別の理由があると認められるときは、公表しないことができ

る。 

３ 前２項の規定による措置及び公表は、市民等の申出又は職権により行うものと

する。 

４ 市長は、第１項の措置を講じようとするとき、又は第２項本文の規定による公

表をしようとするときは、あらかじめ、人権委員会の意見を聴かなければならな

い。 

５ 市長は、第２項本文の規定による公表をするに当たっては、当該本邦外出身者

に対する不当な差別的言動又は障害者に対する不当な差別的言動の内容が拡散す

ることのないよう十分に留意しなければならない。 

(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の禁止) 

第２１条 何人も、市の区域内の道路、公園、広場その他の公共の場所において、

拡声機(携帯用のものを含む。)を使用し、看板、プラカードその他これらに類す
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る物を掲示し、又はビラ、パンフレットその他これらに類する物を配布すること

により、本邦の域外にある国又は地域を特定し、当該国又は地域の出身であるこ

とを理由として、次に掲げる本邦外出身者に対する不当な差別的言動を行い、又

は行わせてはならない。 

（１）本邦外出身者をその居住する地域から退去させることを煽動し、又は告知す

るもの 

（２）本邦外出身者の生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加えることを煽動

し、又は告知するもの 

（３）本邦外出身者を人以外のものに例えるなど、著しく侮辱するもの 

(勧告) 

第２２条 市長は、前条の規定に違反して同条各号に掲げる本邦外出身者に対する

不当な差別的言動を行い、又は行わせた者が、再び当該本邦外出身者に対する不

当な差別的言動に係る国又は地域と同一の国又は地域の出身であることを理由と

する同条の規定に違反する同条各号に掲げる本邦外出身者に対する不当な差別的

言動(以下「同一理由差別的言動」という。)を行い、又は行わせる明らかなおそ

れがあると認めるに足りる十分な理由があるときは、その者に対し、地域を定め

て、この項の規定による勧告の日から６月間、同一理由差別的言動を行い、又は

行わせてはならない旨を勧告することができる。 

２ 市長は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、人権委員

会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、その意見を聴

く時間的余裕がないときは、この限りでない。 

(命令) 

第２３条 市長は、前条第１項の規定による勧告に従わなかった者が、再び同一理

由差別的言動を行い、又は行わせる明らかなおそれがあると認めるに足りる十分

な理由があるときは、その者に対し、地域を定めて、この項の規定による命令の

日から６月間、同一理由差別的言動を行い、又は行わせてはならない旨を命ずる

ことができる。 

２ 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、人権委員

会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、その意見を聴

く時間的余裕がないときは、この限りでない。 

(公表) 
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第２４条 市長は、前条第１項の規定による命令を受けた者が、当該命令に従わな

かったときは、次に掲げる事項を公表することができる。 

（１）命令を受けた者の氏名又は名称及び法人(法人でない団体で代表者又は管理

人の定めのあるものを含む。)にあっては、その代表者又は管理人の氏名 

（２）命令の内容 

（３）その他規則で定める事項 

２ 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、人権委員

会の意見を聴かなければならない。 

３ 市長は、前項に規定する人権委員会の意見を聴いて、第１項の規定による公表

をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされる者にその理由を通知し、

その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。 

 (人権委員会による調査) 

第２５条 人権委員会は、市長又は第２０条第４項の規定により意見を聴かれ調査

審議の対象となっている表現活動に係る同条第３項の規定による申出を行った市

民等に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事

実を述べさせることその他必要な調査を行うことができる。 

２ 人権委員会は、第２２条第２項本文、第２３条第２項本文若しくは前条第２項

の規定により意見を聴かれ調査審議の対象となっている者又は前項の表現活動を

行ったと認められる者に対し、相当の期間を定めて、書面により意見を述べる機

会を与えることができる。 

３ 人権委員会は、必要があると認めるときは、その指名する委員又は臨時委員に、

あらかじめ指定する範囲で第１項の調査を行わせることができる。 

(報告) 

第２６条 市長は、第２２条第２項ただし書又は第２３条第２項ただし書の規定に

より、人権委員会に意見を聴かず、第２２条第１項の規定による勧告又は第２３

条第１項の規定による命令をしたときは、当該勧告又は命令をした後、人権委員

会にその旨を報告しなければならない。 

(報告及び質問) 

第２７条 市長は、第２２条から第２４条までの規定の施行に必要な限度において、

第２１条の規定に違反して同条各号に掲げる本邦外出身者に対する不当な差別的

言動を行い、若しくは行わせたと認められる者又は第２２条第１項の規定による
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勧告若しくは第２３条第１項の規定による命令に従わなかったと認められる者に

対し、必要な報告を求め、又はその職員に、関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者

の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな

らない。 

第４章 声明 

第２８条 市長は、不当な差別に該当する事案で深刻なものが発生したと認める場

合において、必要があると認めるときは、市民等及び事業者への不当な差別意識

の広がりを抑えるため、声明を発出することができる。 

２ 市長は、前項の規定により声明を発出しようとするときは、あらかじめ、人権

委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、その意見

を聴く時間的余裕がないときは、この限りでない。 

３ 人権委員会は、前項本文の規定により意見を聴かれたときは、市長が定めた期

間内に市長に答申するものとする。 

４ 市長は、第２項ただし書の規定により、人権委員会に意見を聴かず、第１項の

規定により声明を発出したときは、当該声明を発出した後、人権委員会にその旨

を報告しなければならない。 

５ 人権委員会は、第２項本文の規定により意見を聴かれた場合においてその調査

審議のため必要があると認めるときは、関係者に意見を述べる機会を与えること

ができる。 

第５章 人権委員会 

(設置) 

第２９条 市長は、次の事項を行わせるため、地方自治法第１３８条の４第３項に

規定する附属機関として、人権委員会を置く。 

（１）第１４条第４項本文及び第５項、第２０条第４項、第２２条第２項本文、第

２３条第２項本文、第２４条第２項並びに前条第２項本文の規定により市長か

ら意見を聴かれた場合(第１９条第２項の規定により基準等に人権委員会への

意見聴取について定めた場合において、当該基準等に基づき意見を聴かれたと

きを含む。)において、調査審議し、その結果を答申すること。 

（２）第２６条及び前条第４項の規定により市長から報告を受けること。 
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（３）前２号に掲げるもののほか、第２章に規定する不当な差別的取扱いの解決に

向けた取組の推進に関する事項、第３章に規定する不当な差別的言動の解消に

向けた取組の推進に関する事項及び前章に規定する声明に関する事項について、

市長から意見を聴かれた場合において、調査審議し、その結果を答申し、又は

意見を建議すること。 

(組織) 

第３０条 人権委員会は、委員７人以内で組織する。 

２ 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、人権委員会に、臨時委員を

置くことができる。 

 (委員及び臨時委員) 

第３１条 人権委員会の委員及び臨時委員は、人権に関する豊かな知識及び経験を

持ち、中立性及び専門性を有する学識経験のある者から、市長が委嘱する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了するまでとする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

 (守秘義務) 

第３２条 人権委員会の委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはな

らない。その職を退いた後も、また、同様とする。 

 (規則への委任) 

第３３条 この条例に定めるもののほか、人権委員会の運営について必要な事項は、

規則で定める。 

第６章 雑則 

(委任) 

第３４条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、

規則で定める。 

   附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

（１）第３章(第１９条を除く。)及び第４章の規定並びに附則第４項の規定 公布
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の日から起算して７月を超えない範囲内において規則で定める日 

（２）第２章(第１２条を除く。)及び第１９条の規定並びに附則第３項の規定 公

布の日から起算して１年１月を超えない範囲内において規則で定める日 

(経過措置) 

２ この条例の施行の際現に策定されている推進指針は、第７条第１項の規定によ

り策定された推進指針とみなす。 

３ 第２章(第１２条を除く。)の規定は、申立ての原因となる事実のあった日(継

続する行為にあっては、その行為の終了した日)がこの条例の施行の日以後であ

るものについて適用する。 

４ 第３章(第１９条を除く。)及び第４章の規定は、附則第１項第１号に掲げる規

定の施行の日以後に行われた表現活動又は不当な差別に該当する事案で深刻なも

のについて適用する。 

 (人権委員会の任期の特例) 

５ 第３１条第２項本文の規定の適用については、人権委員会の委員の最初の委嘱

に当たっては、同項中「２年」とあるのは、「１年又は２年」とする。 

(検討) 

６ 市長は、附則第１項第２号に掲げる規定の施行後３年を目途として、この条例

の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基

づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 (相模原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) 

７ 相模原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和３１年相模

原市条例第３１号)の一部を次のように改正する。 

  別表第１の１１の項中「情報公開・個人情報保護・公文書管理審査会の委員」

の次に「、人権委員会の委員及び臨時委員」を加える。 

 (附属機関の設置に関する条例の一部改正) 

８ 附属機関の設置に関する条例(昭和３７年相模原市条例第１７号)の一部を次の

ように改正する。 

  別表市長の部相模原市人権施策審議会の項中「人権施策の」を「相模原市人権

尊重のまちづくり条例(令和６年相模原市条例第２８号)第７条第３項(同条第５

項において準用する場合を含む。)の意見を答申するとともに、人権施策の」に

改める。 
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1/2 

○大阪市人権尊重の社会づくり条例 

平成12年４月１日 

条例第25号 

大阪市人権尊重の社会づくり条例を公布する。 

大阪市人権尊重の社会づくり条例 

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等であ

る。国際社会においては、世界人権宣言が採択されて以降、私たち一人ひとりが人権尊重を

基礎として世界の人々と共に歩む姿勢が求められている。また、我が国においては、日本国

憲法において基本的人権の享有が保障されている。 

しかし、今なお、社会的身分、門地、人種、民族、信条、性別、障害があること等に起因

する人権に関する様々な課題が存在しており、今日、一人ひとりの人権が尊重される社会を

実現することが一層必要になってきている。 

大阪市は、「国際人権都市大阪」の実現を目指し、「大阪市人権行政基本方針」に基づき、

市政のあらゆる分野において人権尊重の視点から施策を推進していかなければならない。 

また、私たち一人ひとりが権利を行使するに当たっては、自らが社会の構成員としてその

責任を自覚し、互いに助け合い、他者の人権を尊重することが求められている。 

ここに、一人ひとりの人権が尊重され、すべての人が自己実現を目指して、生きがいのあ

る人生を創造できる自由、平等で公正な社会を実現していくために、私たち一人ひとりがた

ゆまぬ努力を傾け、人権尊重の社会づくりを推進していくことを決意し、この条例を制定す

る。 

（目的） 

第１条 この条例は、人権尊重の社会づくりの推進について、本市及び市民の責務を明らか

にするとともに、本市の施策の推進に必要な事項を定め、もってすべての人の人権が尊重

される社会の実現に寄与することを目的とする。 

（本市の責務） 

第２条 本市は、すべての人の人権が尊重される社会を実現するため、国及び大阪府との連

携を図りながら、市政のあらゆる分野において必要な施策を積極的に推進するものとする。 

（市民の責務） 

第３条 市民は、相互に人権を尊重し、自らが人権尊重の社会づくりの担い手であることを

認識して人権意識の向上に努めるとともに、本市が実施する人権尊重の社会づくりに関す

る施策に協力するものとする。 
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2/2 

（事業の推進） 

第４条 本市は、市民の人権意識の高揚等人権啓発に関する事業、人権問題に関する情報の

収集及び提供並びに相談ネットワークづくりその他の人権尊重の社会づくりを推進する

ために必要な事業を行う。 

２ 本市は、人権啓発に関する事業を行うに当たっては、大阪市人権啓発推進協議会及び各

区の人権啓発推進協議会又は人権啓発推進会との連携を図るものとする。 

（大阪市人権施策推進審議会） 

第５条 人権尊重の社会づくりに関する事項について、市長の諮問に応じ調査審議させるた

め、大阪市人権施策推進審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、前項に規定する事項について、市長に意見を述べることができる。 

３ 審議会は、委員15人以内で組織する。 

４ 審議会の委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。 

５ 審議会の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

６ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 第３条の規定の適用に当たっては、何人も同条に規定する施策を市民に対し強制しては

ならない。 

３ 第４条に規定する事業の実施に当たっては、市会の議論を踏まえ、事業運営の透明性及

び公正性の確保を図り、財政負担との均衡にも努めるとともに、審議会の委員の選任に当

たっては、市会の同意を得なければならない。 

４ この条例の施行後５年を経過した場合においては、市会及び市民の意見を踏まえ、審議

会その他この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置が講

ぜられるものとする。 
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○堺市平和と人権を尊重するまちづくり条例

平成18年12月22日

条例第77号

わがまち堺に暮らす人々は、古代から国内外との交流を積極的に進め、創造性と自立の精神をはぐく

み、わが国有数の自治都市を築いてきた。また、茶の湯を通じて世界に誇る平和を尊ぶ文化を創造し、過

去幾度もの戦禍に遭いながらも復興を成し遂げてきた。

基本的人権の尊重や平和社会の実現と維持は、国際社会における共通の原理であり、日本国憲法や世界

人権宣言の理念とするところである。

しかしながら、今なお、私たちの社会においては、人種、民族、国籍、信条、性別、社会的身分、門地

又は障害があること等による人権に関する多くの課題が存在し、さらに紛争や貧困などにより、子どもや

女性を始め多くの人々の生命や身体が危険にさらされ続けている国や地域が地球上には数多く存在してい

る。

私たちは、こうした現実を直視し、未来を見据えて、戦争は最大の人権侵害であるという認識を持つと

ともに、全ての人々が尊厳ある生命を全うできるような社会づくりを進める「人間の安全保障」に積極的

に関与していかなければならない。

平和を尊ぶ文化の伝承者であり地球市民である私たちは、国際平和の実現と維持及び人権課題の解決の

ために世界へ向かって行動し、発信するまち「国際平和人権都市・堺」の実現に努めることを決意し、こ

の条例を制定する。

(目的)

第1条　この条例は、平和と人権を尊重するまちづくりの推進について、市の責務及び市民の役割を明らか

にするとともに、平和や人権尊重に関する意識の向上、人権課題の解決及び人権擁護を図るための施策

(以下「人権施策」という。)の推進の基本となる事項を定め、もって平和と人権を尊重するまちの実現

を図ることを目的とする。

(市の責務)

第2条　市は、国、大阪府及び国内外の関係機関並びに市民との連携を深め、あらゆる施策を平和と人権を

尊重する視点を持って実施するとともに、人権施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

2　市政に携わる者は、この条例の理念を理解し、尊重し、及び行動しなければならない。

(市民の役割)

第3条　市民は、この条例の理念を理解し、平和、人権等地球規模の課題について身近なことから積極的に

取り組む地球市民の一員としての認識を持って行動し、平和と人権を尊重するまちづくりの推進に努め

なければならない。

(事業の推進)

第4条　市は、平和と人権を尊重するまちづくりの推進について、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1)　平和や人権に関する意識の向上のための教育及び啓発事業

(2)　交流、協力及び貢献に係る活動並びに顕彰を通して平和を促進する事業

(3)　人権擁護を推進する事業

(4)　前3号に掲げるもののほか、この条例の目的の実現に資する事業

(推進計画の策定)

第5条　市長は、平和と人権を尊重するまちづくりを総合的に推進するため、堺市人権施策推進計画(以下

この条において「推進計画」という。)を策定し、人権施策を推進するものとする。

2　市長は、推進計画を策定するに当たり、次条の堺市人権施策推進審議会の意見を聴くとともに、市民の

意見を反映できるよう適切な措置を講ずるものとする。

3　市長は、推進計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。

4　市長は、推進計画の進行管理を行い、社会状況等の変化に対応し、適宜、見直しを行うものとする。

(堺市人権施策推進審議会)

第6条　人権施策の推進に関する重要事項を調査審議し、及び意見を述べるため、本市に堺市人権施策推進

審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。

2　審議会は、委員12人以内で組織する。

3　委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

4　委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5　委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6　第2項から前項までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定め

る。

(委任)

第7条　この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則
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この条例は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第85号で平成19年8月1日から施行)

附 則(平成29年6月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。
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浜松市人権を尊重し多様性を認め合う差別のない社会づくり推進条例（案） 

 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条―第１０条） 

 第２章 基本的施策（第１１条―第１３条） 

 第３章 浜松市人権施策推進審議会（第１４条―第１８条） 

 第４章 雑則（第１９条） 

 附則 

世界人権宣言においては、全ての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳

と権利とについて平等であるとし、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を

有するとしています。また、日本国憲法においても、全て国民は、個人として尊重され、

法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的

又は社会的関係において、差別されないとしています。 

しかしながら、現在もなお人種、国籍、民族、出身、年齢、性別その他の事由による差

別が存在しています。また、国際化の進展、経済格差の広がりなど社会が変化する中で、

人権に関する課題の複雑化及び多様化が進んでいます。こうした差別は、人としての尊厳

を深く傷つける行為であるとともに、更なる差別を助長するものであり、決して看過する

ことはできません。 

私たちは、これまでも多文化共生社会の実現や多様性を認め合う社会の実現に取り組ん

できましたが、あらゆる差別を許さないとの認識の下、これらの取組を更に推し進め、社

会的障壁をなくすことにより、一人一人の人権を尊重し、多様性を認め合い、差別のない

社会を実現するため、努力を続けていくことを決意し、この条例を制定します。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、人権を尊重し、多様性を認め合う、差別のない社会づくりの推進に

関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、その施策の基本

となる事項を定め、もって一人一人の人権を尊重し、多様性を認め合い、差別のない社

会の実現を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 多様性 人種、国籍、民族、出身、年齢、性別、性的指向、性自認、宗教、学歴、

容姿、障がい、疾病等人の持つ特徴や特性に違いがあることをいう。 
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(2) 性的指向 恋愛感情又は性的関心が同性に向かう同性愛、異性に向かう異性愛、男

女両方に向かう両性愛などの指向をいう。 

(3) 性自認 自分は女性である、男性である、その両方である、中間である又はどちら

でもないといった、自身の性別についての一貫した、安定的で持続的な認識及び経験

をいう。 

(4) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者及び事業者をいう。 

（基本理念） 

第３条 人権を尊重し、多様性を認め合う、差別のない社会づくりは、全ての人が一人一

人の人権を尊重し、かけがえのない個人として多様性が認められ、差別がされないこと

を基本として行われなければならない。 

（市の責務） 

第４条 市は、人権を尊重し、多様性を認め合う社会づくりを推進する施策、差別を解消

するための施策その他の人権に関する施策（以下「人権施策」という。）を総合的かつ計

画的に策定し、及び実施するものとする。 

（市民等の責務） 

第５条 市民等は、一人一人の人権を尊重するとともに、多様性に関する理解を深め、市

の実施する人権施策に協力するよう努めなければならない。 

２ 市民等は、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、差別の解

消に取り組むよう努めなければならない。 

（国籍等による差別的取扱いの禁止） 

第６条 何人も、国籍、民族等の違い及びその文化的違いを理由とする差別的取扱いをし

てはならない。 

（性的指向又は性自認による差別的取扱いの禁止） 

第７条 何人も、性的指向又は性自認を理由とする差別的取扱いをしてはならない。 

（差別的取扱いの禁止） 

第８条 何人も、前２条に定めるもののほか、多様性を認めないことを理由とする差別的

取扱いをしてはならない。 

（情報の取扱い） 

第９条 何人も、インターネット上の情報その他の公衆に表示する情報について、誹謗中

傷し、又は差別を助長することのないよう留意しなければならない。 

２ 何人も、他者の多様性に関わる事項について、正当な理由なく、表明を強制し、若し

くは禁止し、又はその意に反して第三者に知らせてはならない。 

（教育及び啓発） 

第１０条 市は、一人一人の人権を尊重し、多様性を認め合う、差別のない社会づくりに
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関して市民等の理解を深めるため、関係機関との連携を図り、人権教育及び人権啓発を

推進するものとする。 

第２章 基本的施策 

（浜松市人権施策推進計画） 

第１１条 市長は、人権施策を総合的かつ計画的に推進するため、浜松市人権施策推進

計画（以下「計画」という。）を策定しなければならない。 

２ 市長は、計画を策定するに当たっては、浜松市人権施策推進審議会の意見を聴くと

ともに、市民等の意見を反映するよう努めなければならない。 

３ 市長は、計画を策定したときは、これを公表しなければならない。 

４ 前２項の規定は、計画を変更する場合について準用する。 

（年次報告） 

第１２条 市長は、毎年、計画の実施状況について報告書を作成し、これを公表しなけれ

ばならない。 

（調査研究） 

第１３条 市は、計画の推進に必要な調査研究を行うものとする。 

   第３章 浜松市人権施策推進審議会 

（設置） 

第１４条 市は、人権施策を推進するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第   

１３８条の４第３項の規定に基づき、浜松市人権施策推進審議会（以下「審議会」とい

う。）を置く。 

（所掌事務） 

第１５条 審議会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じ調査審議し、又は意見

を述べる。 

（1）計画の策定及び変更並びに実施状況に関すること。 

（2）前号に掲げるもののほか、人権施策の推進に関すること。 

（委員） 

第１６条 審議会は、委員１０人以内で組織する。 

２ 委員は、人権又は多様性に関する知識又は経験を有する者その他市長が必要があると

認める者のうちから、市長が委嘱する。 

３ 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第１７条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がそ
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の職務を代理する。 

（会議） 

第１８条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

４ 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くこと

ができる。 

第４章 雑則 

（委任） 

第１９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が

定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
 （浜松市人権施策推進審議会条例の廃止） 

２ 浜松市人権施策推進審議会条例（平成２０年浜松市条例第３３号）は、廃止する。 

 （経過措置） 
３ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に浜松市パブリック・コメント制度

実施要綱（平成１５年浜松市告示第１５６号）の規定による市民の意見聴取及び前項の

規定による廃止前の浜松市人権施策推進審議会条例第１条に規定する浜松市人権施策推

進審議会（以下「旧審議会」という。）の意見聴取を経て策定し、公表された計画（施行

日以後の期間に係るものに限る。）は、施行日において、第１１条第１項から第３項まで

の規定により策定し、公表された計画とみなす。 
４ 施行日の前日に旧審議会の委員の職にあった者は、施行日において、第１６条第２項

の規定により審議会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱さ

れたものとみなされた委員の任期は、同条第３項の規定にかかわらず、令和８年３月  

３１日までとする。 

５ 施行日から令和８年３月３１日までの間に委嘱される審議会の委員の任期は、第１６

条第３項の規定にかかわらず、同日までとする。 

６ 施行日の前日に旧審議会の会長の職にあった者は、第１７条第１項の規定にかかわら

ず、審議会の会長とみなす。 

（見直し） 
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７ 市は、社会情勢の変化、市民の意見等を勘案し、必要があると認めるときは、この条

例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。 
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○大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例 

平成28年１月18日 

条例第１号 

大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例を公布する。 

大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、ヘイトスピーチが個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれが

あることに鑑み、ヘイトスピーチに対処するため本市がとる措置等に関し必要な事項を定

めることにより、市民等の人権を擁護するとともにヘイトスピーチの抑止を図ることを目

的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「ヘイトスピーチ」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する

表現活動をいう。 

(1) 次のいずれかを目的として行われるものであること（ウについては、当該目的が明

らかに認められるものであること） 

ア 人種若しくは民族に係る特定の属性を有する個人又は当該個人により構成される

集団（以下「特定人等」という。）を社会から排除すること 

イ 特定人等の権利又は自由を制限すること 

ウ 特定人等に対する憎悪若しくは差別の意識又は暴力をあおること 

(2) 表現の内容又は表現活動の態様が次のいずれかに該当すること 

ア 特定人等を相当程度侮蔑し又は誹謗中傷するものであること 

イ 特定人等（当該特定人等が集団であるときは、当該集団に属する個人の相当数）に

脅威を感じさせるものであること 

(3) 不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に置くような場所又は方法で行われる

ものであること 

２ この条例にいう「表現活動」には、次に掲げる活動を含むものとする。 

(1) 他の表現活動の内容を記録した印刷物、光ディスク（これに準ずる方法により一定

の事項を確実に記録することができる物を含む。）その他の物の販売若しくは頒布又は

上映 

(2) インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して他の表現活動の内容

を記録した文書図画又は画像等を不特定多数の者による閲覧又は視聴ができる状態に
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置くこと 

(3) その他他の表現活動の内容を拡散する活動 

３ この条例において「市民」とは、本市の区域内に居住する者又は本市の区域内に通勤し

若しくは通学する者をいう。 

４ この条例において「市民等」とは、市民又は人種若しくは民族に係る特定の属性を有す

る市民により構成される団体をいう。 

（啓発） 

第３条 本市は、ヘイトスピーチが個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれがある

ことに鑑み、ヘイトスピーチによる人権侵害に関する市民の関心と理解を深めるための啓

発を行うものとする。 

（措置等の基本原則） 

第４条 次条及び第６条の規定による措置及び公表は、市民等の人権を擁護することを目的

として実施されるものであることに鑑み、国による人権侵犯事件に係る救済制度等による

救済措置を補完することを旨としつつ、同救済制度等と連携を図りながら実施されなけれ

ばならない。 

（拡散防止の措置及び認識等の公表） 

第５条 市長は、次に掲げる表現活動がヘイトスピーチに該当すると認めるときは、事案の

内容に即して当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置をとる

とともに、当該表現活動がヘイトスピーチに該当する旨、表現の内容の概要及びその拡散

を防止するためにとった措置並びに当該表現活動を行ったものの氏名又は名称を公表す

るものとする。ただし、当該表現活動を行ったものの氏名又は名称については、これを公

表することにより第１条の目的を阻害すると認められるとき、当該表現活動を行ったもの

の所在が判明しないときその他特別の理由があると認めるときは、公表しないことができ

る。 

(1) 本市の区域内で行われた表現活動 

(2) 本市の区域外で行われた表現活動（本市の区域内で行われたかどうか明らかでない

表現活動を含む。）で次のいずれかに該当するもの 

ア 表現の内容が市民等に関するものであると明らかに認められる表現活動 

イ アに掲げる表現活動以外の表現活動で本市の区域内で行われたヘイトスピーチの

内容を本市の区域内に拡散するもの 

２ 前項の規定による措置及び公表は、表現活動が自らに関するヘイトスピーチに該当する
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と思料する特定人等である市民等の申出により又は職権で行うものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る

ヘイトスピーチを行ったものに公表の内容及び理由を通知するとともに、相当の期間を定

めて、意見を述べるとともに有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。ただし、

当該公表に係るヘイトスピーチを行ったものの所在が判明しないとき又は当該公表の内

容が次条第３項の規定に基づき第７条の規定による大阪市ヘイトスピーチ審査会（以下

「審査会」という。）の意見を聴く対象とした公表の内容と同一であり、かつ、審査会に

おいて当該公表の内容が妥当であるとの意見が述べられたときは、この限りでない。 

４ 前項本文の意見は、市長が口頭ですることを認めたときを除き、書面により述べなけれ

ばならない。 

５ 市長は、第１項の規定による公表に当たっては、当該ヘイトスピーチの内容が拡散する

ことのないよう十分に留意しなければならない。 

６ 第１項の規定による公表は、インターネットを利用する方法その他市規則で定める方法

により行うものとする。 

（審査会の意見聴取） 

第６条 市長は、前条第２項の申出があったとき又は同条第１項各号に掲げる表現活動がヘ

イトスピーチに該当するおそれがあると認めるときは、次に掲げる事項について、あらか

じめ審査会の意見を聴かなければならない。ただし、同条第２項の申出があった場合にお

いて、当該申出に係る表現活動が同条第１項各号のいずれにも該当しないと明らかに認め

られるときは、この限りでない。 

(1) 当該表現活動が前条第１項各号のいずれかに該当するものであること 

(2) 当該表現活動がヘイトスピーチに該当するものであること 

２ 市長は、前項ただし書の規定により審査会の意見を聴かなかったときは、速やかにその

旨を審査会に報告しなければならない。この場合において、審査会は市長に対し、当該報

告に係る事項について意見を述べることができる。 

３ 市長は、前２項の規定に基づく審査会の意見が述べられた場合において、前条第１項の

規定による措置及び公表をしようとするときは、当該措置及び公表の内容について、あら

かじめ審査会の意見を聴かなければならない。ただし、同項の規定による措置については、

緊急を要するときその他第１条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、審

査会の意見を聴かないでとることができる。 

４ 市長は、前項ただし書の規定により審査会の意見を聴かないで前条第１項の規定による
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措置をとったときは、速やかにその旨を審査会に報告しなければならない。この場合にお

いて、審査会は市長に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。 

５ 市長は、前項の規定に基づく審査会の意見が述べられたときは、前条第１項の規定によ

る公表において、当該意見の内容を公表するものとする。 

（審査会の設置） 

第７条 前条第１項から第４項までの規定によりその権限に属するものとされた事項につ

いて、諮問に応じて調査審議をし、又は報告に対して意見を述べさせるため、市長の附属

機関として審査会を置く。 

２ 審査会は、前項に定めるもののほか、この条例の施行に関する重要な事項について、市

長の諮問に応じて調査審議をするとともに、市長に意見を述べることができる。 

（審査会の組織） 

第８条 審査会は、委員５人以内で組織する。 

２ 審査会の委員は、市長が、学識経験者その他適当と認める者のうちから市会の同意を得

て委嘱する。 

３ 審査会の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

４ 委員は、１回に限り再任されることができる。 

５ 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様

とする。 

６ 審査会の委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運

動をしてはならない。 

７ 市長は、審査会の委員が前２項の規定に違反したときは、当該委員を解嘱することがで

きる。 

（審査会の調査審議手続） 

第９条 審査会は、必要があると認めるときは、市長又は調査審議の対象となっている表現

活動に係る第５条第２項の規定による申出をした市民等（以下「申出人」という。）に意

見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を述べさせるこ

とその他必要な調査をすることができる。 

２ 審査会は、調査審議の対象となっている表現活動に係る申出人又は当該表現活動を行っ

たもの（以下これらを「関係人」という。）に対し、相当の期間を定めて、書面により意

見を述べるとともに有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。ただし、関係人
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の所在が判明しないときは、当該関係人については、この限りでない。 

３ 前項に定めるもののほか、審査会は、関係人から申立てがあったときは、相当の期間を

定めて、当該関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会

が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 

４ 前項本文の場合においては、関係人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭する

ことができる。 

５ 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に次に掲げる事項を行わせる

ことができる。 

(1) 第１項の規定による調査 

(2) 第３項本文の規定による関係人の意見の陳述を聴くこと 

(3) 第６条第２項の規定による報告を受けること 

６ 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、第７条第２項に規定する事項に

関する調査審議の手続については、特段の支障がない限り、公開して行うものとする。 

（審査会に関する規定の委任） 

第10条 前３条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し

必要な事項は、市規則で定める。 

（適用上の注意） 

第11条 この条例の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の

自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。 

（施行の細目） 

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。 

附 則（平成28年７月１日施行、告示第812号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第４条から第６条まで及び次項の規定の

施行期日は、市長が定める。 

２ 第４条から第６条までの規定は、これらの規定の施行後に行われた表現活動について適

用する。 

３ 市長は、国においてヘイトスピーチに関する法制度の整備が行われた場合には、当該制

度の内容及びこの条例の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規

定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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○さいたま市インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者支援等に関する条例

令和6年2月15日

条例第1号

インターネットの普及は、多様なコミュニケーションや情報発信、情報収集を可能にし、現代社会に大

きな恩恵をもたらしている。一方で、インターネットの拡散性、非対面性その他の特性に起因して、誤っ

た情報や嫌がらせによる風評被害が瞬時に拡大し、他人の名誉や感情を傷つける
ひぼう

誹謗中傷、プライバシー

の侵害、不当な差別的言動等の人権侵害が容易に行われるといった問題が発生している。さらには、相手

を傷つける意図がない場合であっても、インターネットの基本的な知識や相手に対する思いやりが欠けた

発信を行うことにより、相手が傷つき、結果的に自身が加害者となる事態も起きている。

このような現状に鑑み、インターネットをめぐる問題において、誰もが加害者にも被害者にもなり得る

という認識のもと、全ての市民等が、正しくインターネットを活用する知識と能力を身につけることが重

要である。また、被害者に寄り添い、被害者の視点に立った支援を行うことも必要不可欠である。

よって、ここに、全ての市民等が、互いに思いやりを持ち、基本的人権を尊重しつつ、インターネット

の恩恵を享受できる、安全で安心な地域社会を実現することを目指し、この条例を制定する。

(目的)

第1条　この条例は、インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者の支援に関し、基本理念を定め、市

の責務並びに市民等、事業者及び議会の役割を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定

めることにより、インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者の支援に関する施策を総合的かつ計

画的に推進し、もって全ての市民等が、互いに思いやりを持ち、基本的人権を尊重しつつ、インターネ

ットの恩恵を享受できる、安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)　誹謗中傷等　インターネット上において、誹謗中傷、プライバシーの侵害、不当な差別的言動(人

種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病、性的指向、性自認等の共通の属性を理由と

する侮辱、嫌がらせ等の言動又は当該属性を理由として不当な差別的取扱いをすることを助長し、若

しくは誘発すると判断できる言動をいう。)等による当事者の権利を侵害する情報(以下この号におい

て「侵害情報」という。)、侵害情報に該当する可能性のある情報又は侵害情報には該当しないが当該

者に著しい心理的、身体的若しくは経済的な負担を強いる情報を発信し、又は拡散することをいう。

(2)　被害者　誹謗中傷等により平穏な日常生活、経済活動等を害された者をいう。

(3)　市民等　市内に住所を有し、勤務し、若しくは在学する者又は市内で活動する者をいう。

(4)　行為者　誹謗中傷等を行った者をいう。

(5)　インターネットリテラシー　インターネットの利便性、危険性及び基本的なルールやマナーを理解

し、インターネット上の情報を正しく取捨選択し、情報を適正に発信し、並びにインターネット上の

トラブルを回避して、インターネットを正しく活用する能力をいう。

(基本理念)

第3条　インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者の支援は、プライバシー権等の基本的人権に対す

る市民等及び事業者の理解を深め、互いに尊重し合う社会を実現することを旨とするものとし、表現の

自由その他日本国憲法の保障する自由及び権利を侵害するものであってはならない。

(市の責務)

第4条　市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、被害者及び行為者を発生さ

せないための施策並びに被害者を支援するための施策を実施するものとする。

(市民等の役割)

第5条　市民等は、基本理念にのっとり、自らが行為者となることがないよう、インターネットリテラシー

の向上に努めるとともに、被害者が置かれている状況及び被害者の支援の必要性についての理解を深め

るよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条　事業者は、基本理念にのっとり、その従業員等に対しインターネットリテラシーの向上に資する研

修を実施するよう努めるとともに、市が実施する第4条の施策に協力するよう努めるものとする。

(議会及び議員の役割)

第7条　議会及び議員は、基本理念にのっとり、本条例の趣旨を理解し、市民等の範となる行動に努めるも

のとする。

(連携協力)

第8条　市は、第4条の施策を円滑に実施するため、国、埼玉県、支援団体その他の関係機関と連携を図る

ものとする。

(インターネットリテラシーの向上)
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第9条　市は、市民等及び事業者のインターネットリテラシーの向上に資する研修会、講演会等の開催、教

材等の情報提供その他の必要な施策を実施するものとする。

2　市は、前項の施策を実施するに当たっては、市民等の年齢、立場等に応じて取り組むものとする。

3　市は、児童生徒に対する第1項の施策を実施するに当たっては、学校教育と連携するとともに、保護者

の理解を得ながら取り組むよう努めるものとする。

(相談支援体制の整備)

第10条　市は、誹謗中傷等に関する相談に応じるとともに、必要な情報の提供及び助言並びに専門的知識

を有する者の紹介を行うための相談支援体制を整備するものとする。

2　市は、前項の相談支援体制の整備に当たっては、相談しやすい環境づくりに努めるものとする。

3　市は、第1項の相談のほか、インターネット上で自ら発信し、又は拡散した情報に関して不安を抱える

者からの相談を受けるものとする。

(広報及び啓発)

第11条　市は、誹謗中傷等の問題に関する市民等及び事業者の理解を深めるため、広報活動、啓発活動そ

の他必要な施策を実施するものとする。

(推進体制の整備)

第12条　市は、誹謗中傷等の防止及び被害者の支援に関する施策を推進するため、当該施策を総合的かつ

計画的に実施する体制の整備に努めるものとする。

(財政上の措置)

第13条　市は、誹謗中傷等の防止及び被害者の支援に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を

講じるよう努めるものとする。

(委任)

第14条　この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1　この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(検討)

2　市は、インターネットをめぐる社会状況の変化等を勘案して、誹謗中傷等の防止及び被害者の支援に関

する施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。
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